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第

十

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

外

部

監

査

契

約

に

基

づ

く

監

査

に

関

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

八

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

外

部

監

査

契

約

に

基

づ

く

監

査

に

関

す

る

条

例

 

（

趣

旨

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

百

五

十

二

条

の

二

十

七

第

一

項

に

規

定

す

る

外

部

監

査

契

約

に

基

づ

く

監

査

に

関

し

、

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

包

括

外

部

監

査

契

約

に

基

づ

く

監

査

）

 

第

二

条

 

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

は

、

法

第

二

百

五

十

二

条

の

二

十

七

第

二

項

に

規

定

す

る

包

括

外

部

監

査

契

約

（

以

下

「

包

括

外

部

監

査

契

約

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

監

査

を

受

け

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

法

第

二

百

五

十

二

条

の

三

十

六

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

会

計

年

度

は

、

毎

会

計

年

度

と

す

る

。

 

３

 

区

と

包

括

外

部

監

査

契

約

を

締

結

し

た

法

第

二

百

五

十

二

条

の

二

十

九

に

規

定

す

る

包

括

外

部

監

査

人

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

に

つ

い

て

監

査

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

区

が

法

第

百

九

十

九

条

第

七

項

に

規

定

す

る

財

政

的

援

助

を

与

え

て

い

る

も

の

の

出

納

そ

の

他

の

事

務

の

執

行

で

当

該

財

政

的

援

助

に

係

る

も

の

 

二

 

区

が

出

資

し

て

い

る

も

の

で

法

第

百

九

十

九

条

第

七

項

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

も

の

の

出

納

そ

の

他

の

事

務

の

執

行

で

当

該

出

資

に

係

る

も

の

 

三

 

区

が

借

入

金

の

元

金

又

は

利

子

の

支

払

を

保

証

し

て

い

る

も

の

の

出

納

そ

の

他

の

事

務
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の

執

行

で

当

該

保

証

に

係

る

も

の

 

四
 

区

が

受

益

権

を

有

す

る

信

託

で

法

第

百

九

十

九

条

第

七

項

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

も

の

の

受

託

者

の

出

納

そ

の

他

の

事

務

の

執

行

で

当

該

信

託

に

係

る

も

の

 

五

 
区

が

法

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

公

の

施

設

の

管

理

を

行

わ

せ

て

い

る

も

の

の

出

納

そ

の

他

の

事

務

の

執

行

で

当

該

管

理

の

業

務

に

係

る

も

の

 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

五

十

二

条

の

二

十

七

第

一

項

に

規

定

す

る

外

部

監

査

契

約

に

基

づ

く

監

査

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


